
美しい森林づくり推進事業 実施要領

第１　目　的
　　静岡県内の森林の持つ多様な機能を将来にわたって高度に発揮させるとともに自然環境の保全・森林資源の循環利用を推進するため、森林所有者等が行う伐採後の再造林・保育等の「森林の再生」の経費負担を支援する。　
第２　事業内容
　　公益社団法人静岡県林業会議所（以下「林業会議所」という。）は、森林所有者等が静岡県内で再造林を実施した森林について、１及び２の要件を全て満たした場合、３の支援金額を交付する。また、４の普及啓発及び目的を達成するために必要な事業を実施する。ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年　法律第54号）第22条第１号に規定する小規模の事業者とみなすことができない森林所有者等を除く。
１　対象森林
（１）森林法第11条に基づく森林経営計画の認定を受け、当該計画に基づき施業を実施した森林（国、県及び市町有林を除く）
（２）静岡県林業関係事業補助金交付要綱（昭和55年　静岡県告示第16号）第３に規定する補助事業により主伐に伴う再造林を実施した森林
２　申 請 者
　　支援金の交付を申請できる者は、１の対象森林において再造林を実施した森林所有者等とし、森林所有者又は１の（２）の補助事業の申請者とする。
３　支援金額の交付
　　支援金額は、造林面積１ヘクタール当たり10万円（上限）とする。
ただし、申請面積が計画面積を上回った場合は、予算額の範囲内で支援金額を減額することが出来るものとする。
４　その他普及啓発及び目的を達成するために必要な事業
（１）再造林・保育の推進に関する普及啓発
（２）その他、第１の目的を達成するために必要な事業
第３　支援金の交付申請と交付決定
１　支援金の交付を希望する森林所有者等（以下「申請者」という。）は、主伐を計画した段階で主伐・再造林計画書（以下「計画書」という。）（別紙様式）を作成し、公益社団法人静岡県林業会議所（以下「林業会議所」という。）に提出するものとする。
２　林業会議所は、１の計画書を収受した際には、内容を確認し受付印を押印した上で原本を申請者に返却するものとする。
３　２により計画書の返却を受けた申請者は当該計画の進捗を常に把握し、林業会議所の求めに応じて必要な書類を提出しなければならない。

４　２により計画書の返却を受けた申請者は、再造林が完了した後、返却された計画書に再造林実施報告書（再造林支援金交付申請書）の必要事項を記載し、次の書類等を添付した上で林業会議所に支援金の交付を申請するものとする。
（１）第２の１（２）の補助事業の交付申請書の写し
（2） 第２の１（２）の補助事業の交付確定書の写し
（3） （１）又は第２の１（２）の補助事業の実績報告書に添付した成績書の写し
（4） 現地写真
５　支援金の申請期間は、毎年２回とし、次のとおりとする。
（1） 第１期：７月１日から31日までの１ヵ月間（申請対象は１月１日から６月30日までに完了した再造林とする。）
（2） 第２期：１月１日から31日までの１ヵ月間（申請対象は前年7月１日から12月31日までに完了した再造林とする。）
６　林業会議所は、申請者から提出された書類を審査し、第２の１及び２に該当すると認められるときは、申請者に支援金を交付するものとする。
なお、再造林実施報告書（再造林支援金交付申請書）と４（１）から（４）の資料等に著しい乖離がある又は虚偽の報告が認められる場合は、支援の対象から除外するものとする。
７　申請者のうち、森林所有者以外の者は、申請に係る帳簿及び全ての証拠書類を整え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支を明らかにしておくとともに、林業会議所の求めに応じて閲覧に供せるようこれらを保存しておかなければならない。
８　林業会議所は、事業の趣旨に適合しない状況と判断した場合には、申請者に対し支援金の一部又は全部について期限を定めて、その返還を求めることができるものとする。
第４　その他
　　この要領で定める事項のほか、事業の実施・運営に関し必要な事項については、「美しい森林づくり推進事業管理・運営委員会」の意見を踏まえ、林業会議所の理事会が定める。

　附　則
　　この要領は、令和７年４月１日から施行する。
　　この要領は、令和７年５月２９日から施行する。



	(別紙様式)

主伐・再造林計画書

	森林の所在場所
	　　市・町大字　　字　　地番

	主伐面積
	　　ha

	主伐樹種
	樹種：　　　　　（　　年生）

	主伐期間
	　　年　　月　　日　　から　　　　年　　月　　日

	木材出荷先(予定)
	

	再造林面積
	　　ha

	再造林樹種
	樹種：　　　　　（　　　本）

	再造林期間
	　　年　　月　　日　　から　　　　年　　月　　日

	補助事業名(予定)
	


　　　　　年　　月　　日
森林所有者等　住所

氏名　　　　　　　　　　

　上記計画書を受理しました。

受付印

（　　年　　月　　日）

　つきましては、再造林を実施した後、下欄の再造林実施報告書
（再造林支援金交付申請書）に必要事項を記載し、以下の書類を
添付した上で、支援金の交付を申請してください。
1 補助事業の交付申請書（鑑）の写し
2 ①又は補助事業の実績報告書に添付した成績書の写し
3 補助事業の交付確定書（鑑）の写し
4 現地写真
(注)受付した主伐・再造林計画書を紛失した場合の再発行はできません


再造林実施報告書（再造林支援金交付申請書）

	再造林面積
	　　ha

	再造林樹種
	樹種：　　　　　（　　　本）

	再造林期間
	　　年　　月　　日　　から　　　　年　　月　　日

	補助事業名
	


　　　年　　月　　日
森林所有者等　住所

氏名　　　　　　　　　　　
　支援金の振込先は以下の口座にお願いします。
	金融機関名
	　　銀行　　支店

	預金口座
	普通　当座
	口座番号
	

	
	口座名義人※
	


(注)口座名義人と申請者が異なる場合は委任状を添付すること
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